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▲
過去の見守り情報

「この契約大丈夫？」「これって怪しい？」など不安な時は相談してください！

当別町消費生活相談窓口
当別町役場１Ｆ（平日８時４５分～１７時１５分）

0133-

１８８ (全国共通番号)

⾧らく回覧等でお届けしてきた本紙は、５月で終了となり、６月からは「広報
とうべつ」内に「見守り情報」コーナーを新たに設け、皆様に情報をお届けする
こととなりました。今後も安心、安全な生活のため、より充実した内容をお届け
します。ぜひご覧ください。

【お知らせ】「見守り情報」は６月号から広報とうべつへお引越しします

消費者ホットダイヤル

見守り情報
2026

５月号

【詐欺注意】
役場職員を名乗る不審な電話が多発しています！

役場職員を名乗り、還付金詐欺の予兆電話が相次いでいます。
手口をチェックして不審な電話が来ても慌てず対応しましょう!

実際にこのような電話がかかってきました

■ 「保険料（累積保険）の払い戻し（還付金）があります」
■ 「以前、書類を送りましたが確認されていますか?」
■ 「手続きは、この電話でできます」
■ 「いつも利用している金融機関はどこですか」

手 口

犯人は次に
○「期限が過ぎている」と焦らせ、言葉巧みにATMへ誘導し、操作を教える
ふりをして、犯人が指定する口座にお金を振り込ませます。

○利用している金融機関を聞き出した後、次に金融機関を名乗る者から電話が
あり、生年月日、暗証番号などを聞き出します。その後「キャッシュカード
を取りに行く」と言って、実際に自宅まで受け取りにきます。

「払い戻し（還付金）」「ATM」と言われたらすぐに電話を切る
常に留守番電話設定にして、知らない番号には出ない
一人で判断せず、家族や警察、消費生活相談窓口に相談する

被害にあわないために

＃9110
（警察相談）


